
（様式１－１）

広告仕様書（寄附）
印刷物に広告を掲載するお客様を次のとおり募集します。

■寄附物品について

形状・
サイ
ズ

材 質

色

広 告
欄 の
寸 法
等

そ の
他

対 象
者

方 法

■申込みについて

〒790-0012 松山市湊町7丁目5

電話 FAX

Eメール

平成２２年１月１日から随時

１００枚単位　（上限なし）

館外利用者用図書館バッグ（利用者が図書館と家の
間で図書館資料を運ぶ際に利用するもの）

名 称

募 集 数

規格・
仕様

広告面の裏側に、松山市立図書館全４館の名前と電
話番号、“図書館バッグ～館外用”の文言を記載して
ください。

Ｗ４４０×Ｈ４００、持ち手～長さ・３６０ｍｍ/高さ・１８０
ｍｍ/幅２５ｍｍ　程度の大きさ

通常の繰り返し使用に耐えうるナイロンかＰＰ不織布製。

黄色以外の色（黄色の類似色除く）

図書館バッグの片面を限度とし、その中に、広告であ
る旨と、広告に関する問い合わせ先も明記してくださ
い。広告内容は、松山市広告事業実施要綱及び松
山市広告掲載基準に準拠してください。加えて、図書
館にふさわしくない内容は不可。

広 告 料
現物の寄附とは別に、バッグ100枚ごとに広告料2,000円を
お支払いいただきます。

各館のカウンターにおいて、希望する利用者に手渡
しする。（先着順）

寄附日の翌週から、当該物品の配布が完了するまで。＊
配布後の使用期間は利用者による。

配布
対象
者

配 布 期 間

tosyokan@city.matsuyama.ehime.jp

申込 ・ 問合せ先

申込書と図案やサイズ等をEメールまたはFAXで下記へ送付するか、直接担当課にご提出ください。

先着順に随時　＊図案等の内容を審査の上決定します。

申 込 み 方 法

決 定 方 法

089-933-9968089-943-8008

申 込 み 期 間

松山市教育委員会　　　　　　中央図書館事務所　　　　　　総務担当

　　おける広告掲載物品の寄附受入に関する要綱を守ってください。

備 考

松山市立図書館全４館の利用者

参考例　　

そ の 他 令和６年度松山市立図書館利用者数～423,712人

＊松山市広告事業実施要綱及び松山市広告掲載基準，松山市立図書館に
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